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公衆の被ばく線量評価の概要国際機関による評価 

1. 評価はできるかぎり測定データに基づいて行った 

2. 事故後１年間に公衆が受けた被ばく線量を評価。対象 
は、20歳（成人）、10歳（小児）、１歳（乳児） 

3. 事故後10年間及び80歳までに被ばくする線量を予測 

4. 実測値に基づいて状況を客観的に評価するため、できるだ
け現実に即したモデルを使用 

5. 最初の１年間に講じられた防護措置により回避された線量
も推定 


